
（Ｒ７．１０月～）
さいたま市営繕工事における週休２日促進工事 手続きフロー

工事敷地内に利用者がいながらの工事か

※ 補正係数の変更時期については、契約締結後に直近の変更契約がある場合、その時点で変更すること。

NO

YES

完全週休２日（土日） Ⅰ型
による発注

【月単位と通期の週休２日は必須】

完全週休２日（土日） Ⅱ型
による発注

【通期の週休２日は必須】

【工事着手前】
受注者が「完全週休２日（土日）」を

希望するか

ＹＥＳ

「完全週休２日（土日）」の
達成基準を満たしたか

「月単位の週休２日 」の
達成基準を満たしたか

ＹＥＳ

NO

終了

ＹＥＳ

「月単位の週休２日」の
補正係数に変更契約 ※

補正係数を除した 変更契約 ※

工事成績評定の工程管理の考査項目において
休日の確保が行われていないものとして評価

NO

NO

NO

ＹＥＳ
（完全週休２日（土日））

「完全週休２日（土日）」の
達成基準を満たしたか

「月単位の週休２日 」の
達成基準を満たしたか

ＹＥＳ

NO

終了

ＹＥＳ

「月単位の週休２日」の
補正係数に変更契約 ※

NO

【工事着手前】
受注者が「完全週休２日（土日）」又は
「月単位の週休２日」を希望するか

「通期の週休２日 」の
達成基準を満たしたか

NO

ＹＥＳ

ＹＥＳ
（月単位の週休２日）

【発注前】

※建物内の人の有無（全館無人／執務並行）は関係なし

週休２日の達成に関わらず、工事着手前に提出された「【様式１】休日取得計画・実績報告書」が週休２日の取得を前提と
していない場合は、工事成績評定の工程管理の考査項目において休日の確保が行われていないものとして評価。

工事成績評定の工程管理の考査項目において
休日の確保が行われていないものとして評価

補正係数を除した 変更契約 ※


